
第２章  行政組織の効率化 

 

  西部１４市町村が合併することにより、市町村長等の特別職を始め、市町村

議会議員、各種委員会の委員及び職員の数を抑制したり、外郭団体等を統合す

ることが可能となり、行政組織の効率化を図ることができる。 

 

第１節  市町村長等の特別職 

   市町村長を始め、助役、収入役及び教育長がそれぞれ１人ずつになる。 

                                                            （単位：人） 

区  分 西部１４市町村の合計 新市の市長等の特別職 

市 町 村 長 １４ １ 

助 役 １４ １ 

収 入 役   ４ １ 

教  育  長 １４ １ 

 

第２節  議員数 

１  議員数の比較 

  新市の議員定数は、議員の在任特例等の制度も踏まえながら合併協議会に

おいて協議されるべきものであり、西部１４市町村の現在の条例定数を合算

したものと新市において地方自治法で市町村人口に比例して定められる議員

定数の上限数（以下「法定議員数」という。）との比較を行った。 

   

   議員数の比較                                           （単位：人） 

法定議員数 
区   分 

現    行 改 正 後 
条例定数 

米 子 市 ３６ ３４ ３２ 

境 港 市 ３０ ２６ １９ 

西 伯 町 ２２ １８ １６ 

会 見 町 １６ １４ １２ 

岸 本 町 ２２ １８ １６ 

日 吉 津 村 １６ １４ １２ 

淀 江 町 ２２ １８ １８ 

大 山 町 ２２ １８ １６ 

名 和 町 ２２ １８ １８ 

中 山 町 ２２ １８ １４ 

日 南 町 ２２ １８ １６ 

日 野 町 １６ １４ １４ 

 11



江 府 町 １６ １４ １４ 

溝 口 町 ２２ １８ １６ 

計 ３０６ ２６０ ２３３ 

新市（人口２０万人以上３０万人未満の市）     ３８ △１９５ 

法定議員数の改正後とは、平成 15 年１月１日より地方自治法の改正による。 

    （注）境港市は、条例改正により、平成１４年１月に予定されている市議会議員

選挙から議員定数が１８人となるが、現段階（平成 13 年 12 月）では１９人

として試算している。 

 

２  新市の議員数 

    新市の人口を２４６，０００人と設定すると、新市の法定議員数は３８人

となり、現在の１４市町村の条例定数を合算した２３３人と比較して１９５

人が減少する。 

 

第３節  行政委員会 

    法令の定めにより設置する委員会や委員は、合併することにより相当数の

統合が考えられ効率化を図ることができる。 

 

    法令に定めのある委員会                           （平成 13 年４月１日） 

教育    

委員会 

選挙管理  

委員会 

公平    

委員会 

農業    

委員会 

固定資産  

評価審査  

委員会 

監査    

委員 

区  分 
委員数 

（条例によ

る定数） 

委員数 

（条例によ

る定数）

委員数 

（法令によ

る定数）

委員数 

（条例によ

る定数）

委員数 

（条例によ

る定数） 

委員数 

（条例によ

る定数）

米子市 5 4 3 30 6 3 

境港市 5 4 3 18 3 2 

西伯町 5 4 － 14 3 2 

会見町 5 4 － 14 3 2 

岸本町 5 4 － 16 3 2 

日吉津村 5 4 － 13 3 2 

淀江町 5 4 － 14 3 2 

大山町 5 4 － 15 3 2 

名和町 5 4 － 13 3 2 

中山町 5 4 － 12 3 2 

日南町 5 4 － 14 3 2 

日野町 5 4 － 14 3 2 

江府町 5 4 － 13 3 2 

溝口町 5 4 － 14 3 2 
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計 70 56 6 214 45 29 

新  市  5  4 3 10～40 条例による 3 

 

第４節  職員数 

１  職員数試算の考え方 

新市の職員数については、本来、新市の新たな政策に合わせた組織・機構

に基づいて積み上げられるべきものであるが、新市の組織等は合併協議会で

協議されるべきものであるため、それらを踏まえた職員数を試算することは

現段階においては困難である。 

そのため、試算に当たっては、「仮に新市が人口２４万６千人（人口推計で

設定した数値）の市として既に存在していた場合、どの程度の職員数で市政

運営ができていたか？」という視点で行った。 

また、現在の１４市町村の職員数は、いずれも標準的な指数等と比較して

少ないが、これらは１４市町村が積極的に職員数の抑制に努めてきた結果と

考えられ、合併後においても、現在の水準を維持しながら、職員数の抑制に

努力していくという視点で、「定員モデル」「類似団体別職員数」及び「人口

類似団体職員数」との比較の３種類の方法によって試算した。 

なお、合併後は現在一部事務組合の行っている事務は、すべて新市の事務

として行われることになるものと想定され、数字の上では新市の職員数が増

加することになるが、圏域全体としてみた場合の職員数の増減には影響を及

ぼすものではないため、この試算にあたっては、同組合の職員については考

慮していない。 

また、新市の面積は全国で２番目で、他市に比較してかなり広大になるこ

とから、類似団体と比べて職員を２割増とする面積補正を行った。 

 
面積補正について  

新市の行政面積は、１，２０８ｋ㎡で、全国の市の中では、福島県いわき市

の１，２３１ｋ㎡に次ぐ広さになる。  
いわき市の職員数が人口類似都市に比べて２割程度多いことから、新市の職

員数の試算においても、行政面積が広いことによる行政効率を考慮して、人口

類似都市に比べて職員を２割増とする面積補正を行うものとする。ただし、定

員モデルにおける試算については、面積要件が算入済みであることから、補正

は行わないものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西部１４市町村の職員数（平成１２年４月１日現在）           （単位：人） 

職 員 数 
市 町 村 名  

普 通 会 計 公 営 事 業 会 計 合      計 

米 子 市 ７４９ ８５  ８３４ 

境 港 市 ３１１ ３３  ３４４ 
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西 伯 町 １３８ ７  １４５ 

会 見 町 ６４ ５  ６９ 

岸 本 町 ８１ ６  ８７ 

日 吉 津 村  ４５ ５  ５０ 

淀 江 町 ９９ ８  １０７ 

大 山 町 ９０ ８  ９８ 

名 和 町 ９３ ３  ９６ 

中 山 町 ８５ ６  ９１ 

日 南 町 １１９ ５  １２４ 

日 野 町 ７８ ５  ８３ 

江 府 町 ７６ ２  ７８ 

溝 口 町 ８２ ３  ８５ 

合 計 ２，１１０ １８１  ２，２９１ 

(注)水道事業及び病院事業職員を除く。 

 

２ 「定員モデル」における比較検討 

  「定員モデル」に基づいて算出された職員数を基に、１４市町村の現在の職

員抑制努力を今後も継続するという前提で職員抑制率を算出し、その抑制率

を合併後の新市の総職員数（水道事業を及び病院事業職員除く。以下同じ。）

に適用して、抑制可能な職員数を試算した。 

 

（１）西部１４市町村の現状                      （平成１２年４月１日現在） 

区   分 職員数（人） モデル職員数(人) 超過数（人） 超過率（％）

米 子 市 ６１０ ６２７ △１７ △２．７

境 港 市 ２２４ ２２８ △４ △１．８

西 伯 町 １００ １０９ △９ △８．３

会 見 町 ４９ ４８ １ ２．１

岸 本 町 ６４ ６６ △２ △３．０

日 吉 津 村 ３７ ３８ △１ △２．６

淀 江 町 ７３ ７３ ０ ０．０

大 山 町 ７２ ６８ ４ ５．９

名 和 町 ７４ ７２ ２ ２．８

中 山 町 ６２ ５９ ３ ５．１

日 南 町 １００ １０１ △１ △１．０

日 野 町 ６３ ６２ １ １．６

江 府 町 ６７ ６６ １ １．５

溝 口 町 ６６ ６５ １ １．５

合計・平均 １，６６１ １，６８２ △２１ △１．２

１４市町村の現在職員数はモデル職員数を下回っており、超過率       

の加重平均は△１．２％となる。 
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（２）現状の超過率を維持した場合の抑制率 

区 分 モデル職員数（人） 超過率（加重平均・％） 理論職員数（人） 

新 市 １，６３１ △１．２ １，６１１ 

   新市のモデル職員数を算出すると 1,631 人である。これに対して現在の

超過率△1.2％を維持した場合、理論上の職員数は 1,611 人となる。 

1,661 人（現在職員数）－1,611 人（理論職員数）＝５０人 

50 人 ÷ 1,661 人（現在職員数）＝3.0％（抑制率） 

抑制率は、３．０％となる。 

 

（３）抑制可能職員数 

合併後の新市の総職員数に「定員モデル」における抑制率を適用し、抑

制可能な職員数を算出する。 

 

２，２９１人（総職員数）ｘ３．０％（抑制率）＝ ６８人 

 

 

定員モデル  
  地方公共団体定員管理研究会（事務局：総務省自治行政局）によるもの。  
人口、面積、事業所数など地方公共団体の行政需要に密接に関係すると考えら

れる指標と職員数との相関関係を多重回帰分析の手法により分析し、これに基

づいて各地方公共団体の参考となる職員数を自ら算出できるよう団体区分ごと

に作成された算式のことであり、各団体は、この算式に所定の説明変数を代入

してモデル職員数を算出し、実際の職員数と比較・検討することとなる。合併

後の新市の団体区分は、「市：人口２０万人以上」に区分され、指定都市及び中

核市を除く６４団体が属している。  
    「定員モデル」における対象職員 

※部門は、地方公共団体定員管理調査によるもの。  

普 通 会 計 

一 般 行 政 部 門 特別行政部門

公 営企業等 会 計

議

会 

総

務 

税

務 

民

生 

衛

生 

労

働

農林

水産

商

工

土

木

 教育 水道 下水 国保

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × 

 

 

３  「類似団体別職員数」における比較検討 

「定員モデル」による場合と同様に、１４市町村の現在の職員抑制努力を

今後も継続するという前提で職員抑制率を算出し、その抑制率を合併後の新

市の総職員数に適用して、抑制可能な職員数を試算した。 

なお、合併後の新市の類型は、Ｊ－Ⅱ型に区分され、５団体が属している。 
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（１）西部１４市町村の現状                     （平成１２年４月１日現在）     

区   分 職員数（人） 類似団体別職員数

(人) 

超過数（人） 超過率（％）

米 子 市 ６１９ ７５４ △１３５ △１７．９

境 港 市 ２５０ ２６９ △１９ △７．１

西 伯 町 １２２ ９４ ２８ ２９．８

会 見 町 ４９ ４９ ０ ０．０

岸 本 町 ６５ ９１ △２６ △２８．６

日 吉 津 村 ３８ ５９ △２１ △３５．６

淀 江 町 ７４ ９１ △１７ △１８．７

大 山 町 ７３ ８３ △１０ △１２．０

名 和 町 ７４ ９３ △１９ △２０．４

中 山 町 ７０ ７９ △９ △１１．４

日 南 町 １００ １１２ △１２ △１０．７

日 野 町 ６３ ６１ ２ ３．３

江 府 町 ６８ ６１ ７ １１．５

溝 口 町 ７１ ７２ △１ △１．４

合計・平均 １，７３６ １，９６８ △２３２ △１１．８

１４市町村の現在職員数は「類似団体別職員数」を下回っており、超過

率の加重平均は△１１．８％となる。 

 

（２）現状の超過率を維持した場合の抑制率 

区 分 
類似団体別職員数（人）

（面積補正後） 
超過率（加重平均・％） 理論職員数（人）

新 市 １，５１７ △１１．８  １，３３８ 

   新市の「類似団体別職員数」を算出すると 1,264 人であり、これに面積

補正（２割増）を行い 1,517 人となる。これに対して現在の超過率△11.8％

を維持した場合、理論上の職員数は 1,338 人となる。 

1,736 人（現在職員数）－1,338 人（理論職員数）＝398 人 

398 人 ÷ 1,736 人（現在職員数）＝22.9％（抑制率） 

抑制率は、２２．９％となる。 

 

（３）抑制可能職員数 

合併後の新市の総職員数に「類似団体別職員数」における抑制率を適用

し、抑制可能な職員数を算出する。 

 

２，２９１人（総職員数）ｘ２２．９％（抑制率）＝ ５２４人 
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類似団体別職員数  

 総務省自治行政局によるもの。 

 全市（指定都市を除く。）を人口と産業構造（産業別就業人口構成比）を基準に

つかの類型に分け、各部門ごとに人口１万人当たりの職員数を算出し、指標と

の。 

 類型について、新市は J－Ⅱ型(人口:23 万～33 万､産業構造:2 次･3 次 85%～9

なる。J－Ⅱ型は５団体が属している。 

「類似団体別職員数」における対象職員 

 

普 通 会 計 

一 般 行 政 部 門 特別行政部門
公 営企業等 会 計

議

会 

総

務 

税

務 

民

生 

衛

生 

労

働

農 林

水産

商

工

土

木

 教育 水道 下水 国保

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × 

門 は

方 公

体 定

理 調

よ

の。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４  「人口類似団体職員数」における比較検討 

「定員モデル」や「類似団体職員数」による場合と同様に、１４市町村の

現在の職員抑制努力を今後も継続するという前提で職員抑制率を算出し、そ

の抑制率を合併後の新市の総職員数に適用して、抑制可能な職員数を試算し

た。 

 

（１）西部１４市町村の現状                     （平成１２年４月１日現在）      

区   分 職員数（人）
人口類似団体 

職員数(人) 
超過数（人） 超過率（％）

米 子 市 ５０８ ５６９ △６１ △１０．７

境 港 市 １９３ ２２６ △３３ △１４．６

西 伯 町 ７３ ８１ △８ △９．９

会 見 町 ４２ ５８ △１６ △２７．６

岸 本 町 ４９ ７１ △２２ △３１．０

日 吉 津 村 ２９ ５１ △２２ △４３．１

淀 江 町 ５８ ８６ △２８ △３２．６

大 山 町 ５７ ７５ △１８ △２４．０

名 和 町 ５４ ７２ △１８ △２５．０

中 山 町 ５５ ６０ △５ △８．３

日 南 町 ７４ ６８ ６ ８．８

日 野 町 ４８ ５７ △９ △１５．８

江 府 町 ６０ ５２ ８ １５．４

溝 口 町 ４６ ６８ △２２ △３２．４

合計・平均 １，３４６ １，５９４ △２４８ △１５．６
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１４市町村の現在職員数は「人口類似団体職員数」を下回っており、超

過率の加重平均は△１５．６％となる。 

 

（２）現状の超過率を維持した場合の抑制率 

区 分 
人口類似団体別職員数（人）

（面積補正後） 

超過率 

（加重平均・％） 
理論職員数（人）

新 市 １，１９５ △１５．６  １，００９ 

   新市の「人口類似団体職員数」を算出すると 996 人であり、これに面積

補正（２割増）を行い 1,195 人となる。これに対して現在の超過率△15.6％

を維持した場合、理論上の職員数は 1,009 人となる。 

1,346 人（現在職員数）－1,009 人（理論職員数）＝337 人 

337 人 ÷ 1,346 人（現在職員数）＝25.0％（抑制率） 

抑制率は、２５．０％となる。 

 

（３）抑制可能職員数 

合併後の新市の総職員数に「人口類似団体職員数」における抑制率を適

用し、抑制可能な職員数を算出する。 

 

２，２９１人（総職員数）ｘ２５．０％（抑制率）＝ ５７２人 

 

 

人口類似団体職員数 

人口規模のみに着目して任意に抽出した１０団体の単純平均職員数である。

「人口類似団体職員数」における対象職員 

一般行政 税務 薬剤師・医療 看護・保健 福祉 技能労務 幼・小・中 その他教育 企業 

○ × × × × × × × ×  

 

 

５  新市の抑制可能職員数 

    上記３種類の試算結果のうち、他と極端に異なる「定員モデル」による試

算を除外し、「類似団体別職員数」及び「人口類似団体職員数」による試算の

平均値を端数処理した数値５５０人を新市の抑制可能職員数とした。 

 

 

第５節  外郭団体等 

    西部１４市町村では、特定の業務を実施させるために外郭団体等を設置し

ているが、西部１４市町村の外郭団体等のうち、共通して設置されている団

体の統合が可能となる。 

（第５章４ 外郭団体等参照） 


